調　査　要　領（施設・居住系）
１　ご回答にあたって
[bookmark: _GoBack]・本調査票は、令和８年１月１日を基準日として、かつらぎ町内の以下の全ての介護事業所を対象に送付しております。　　　
〇施設・居住系サービス
（特別養護老人ホーム（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイ、グループホーム、
特定施設（地域密着型含む）、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム）
〇通所系サービス
（通所介護（地域密着型含む）、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、通所型サービス（総合事業））

・ご回答いただいた内容を、貴事業所の許可なしに、貴事業所が特定される形で公表することはございません。
　送付先は法人様宛に１通送付しています。
法人で各種のサービスがある場合は、「施設・居住系サービス」で１回答、「通所系サービス」で１回答をお願いします。
　（例）法人内に　特別養護老人ホーム、ショートステイ、グループホーム、通所介護のサービスが存在する場合、
→施設・居住系サービス（特別養護老人ホーム、ショートステイ、グループホーム併せて）で１回答
→通所系サービス（通所介護）で１回答
となります。












２　本調査の回答者
管理者の方にご回答をお願いしております。

３　調査票のデータ取得先
　かつらぎ町のホームページに、Excelファイルを載せております。そのうち、「介護人材実態調査_事業所票（施設・居住系）をダウンロードしていただき、必要事項を入力してください。
　【ホームページ掲載箇所】
　トップページ > 健康・福祉 > 保険・年金 > 介護保険 >介護人材実態調査

４　調査票の提出方法
回答済みの調査票ファイルを添付し、令和８年３月２７日（金）までにご返信いただきますよう、お願い申し上げます。
[bookmark: _Hlk223436144]　【アドレス】fukushi-kaigo@town.katsuragi.lg.jp
　【問い合わせ先】
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地
かつらぎ町役場　福祉介護課　介護支援係
電話　0736-22-0300（内線　2076）





